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母子・父子家庭などへの支援事業 福祉支援課 地域福祉班
☎（内線）３３５３

●問

母子・父子家庭等福祉手当 母子・父子家庭生活援助費
義務教育修了前の児童・生徒と同居かつ養育してい
る方で、あいかわ福祉サービス協会のホームヘルプ
サービスを利用した方に、利用料金を助成します。◉対象

６月２８日（金）までに申請手続きをしてください。
なお、申請には担当の民生委員児童委員の署名が必要となります。

次の要件を全て満たす方

◉給付額 １世帯当たり年額1万円

内縁の夫または妻がいるなど、事実上婚姻関係と同様の事情にある
方は対象となりません。
父母に代わり児童を養育している祖父または祖母も対象となります。

※

※

配偶者と死別または婚姻を解消、あるいは配偶者の生死
が明らかでない
義務教育修了前（中学校卒業前）の児童・生徒と同居し
扶養している
４月１日現在、母子または父子として町内に１年以上在住
している
所得が一定限度額以下

●

●

●

●

◉申請方法 利用月の翌月末までに、生活援助費
助成請求書により請求してください。

◉助成額

（　　　　　　 　　　）
１時間当たり７００円
　１カ月当たり20時間、
　14,000円が上限

町ホームページ
「母子・父子家庭

生活援助」
愛川町
社会福祉協議会
「あいかわ福祉サービス」

町ホームページ
「母子・父子家庭等
福祉手当の支給」（                                       ）扶養する児童が２人以上いる

場合、２人目以降は５，０００円
ずつ加算されます。 

高齢者バス割引乗車券「かなちゃん手形」
１年券の購入費を一部助成します

高齢介護課 長寿いきがい班
☎（内線）３３３８

●問

◉助成額 購入費10,800円のうち、５，４００円を助成

対象の「かなちゃん手形」
券 種 神奈中での販売予定期間 有効期間

1年券
6月21日～ 8月31日 購入日～令和7年6月30日
9月10日～11月30日 購入日～令和7年9月30日

町ホームページ
高齢者バス割引乗車券

「かなちゃん手形（1年券）」
の購入費助成事業 

◉持ち物 助成券
自己負担金 ５，４００円
１年以内に撮影した顔写真１枚
  2.5㎝四方の枠内に顔が収まって
  いるもの
年齢が分かる書類 
（マイナンバーカードなど）

●

●

●

●

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ）

午前9時30分～午後3時

6月 26日(水)・27日（木）
　    28日(金)

文化会館３階 大会議室

◉注意事項 必ず対象者ご本人がお越しください。
6月券が対象です。

神奈川中央交通が
出張販売を行います

◉対象 次の要件を全て満たす方
●年度内に７０歳以上
●令和６年１月１日以前から町内在住
●町税に未納がない
●町の外出支援助成（タクシー助成など）を受けていない

※購入には助成券が必要です。事前に申請してください。

申請・購入方法

１１月２９日(金)までに、高齢介護課で申請手続きをしてください。
①助成の申請をする

②「助成券」の交付を受ける

③かなちゃん手形を購入する

●本厚木駅前サービスセンター（厚木市中町 2-2-1 ミロード新館1階）
●厚木北営業所（厚木市上荻野 3596-1）
●津久井営業所（相模原市緑区三ケ木 331）

出張販売（右記参照）または、次の神奈川中央交通の窓口で
「かなちゃん手形」を購入してください。



2024.June4

政トピックス政トピ ックス町 知ってる？町の助成制度

町内の企業や小・中学生などにも
「広報あいかわ」の配布先を
拡大しました
政策秘書課 秘書広報班☎（内線）3213●問

より多くの方に町政情報を伝える
ため、町の広報紙「広報あいかわ」
の配布部数を１．５倍の約１万５千
部に拡大しました。
従来の新聞折り込みに加え、新た
に町内の企業に配布するほか、幼
稚園・保育園と小・中学校の子ど
もたちにも配布。また、お出かけ
の際に手に取ってもらえるよう、
町内の金融機関などで広報紙を
配架しています。

新型コロナウイルス感染症対
策の経験と教訓を、再びこうし
た災禍に見舞われた時に役立
てるための記録誌「コロナVS愛
川町～感染症と戦った、愛川町
の1208日～」を作成しました。
ぜひ、町ホームページでご覧く
ださい。

町ホームページ
「新型コロナウイルス
感染症対応記録誌を

作成しました」

結婚後50年または60年を迎えたご夫妻へ
お祝いの品をお贈りします

高齢介護課 長寿いきがい班
☎（内線）３３３８

●問

◉対象 令和6年3月15日以前から町に住民登録されている、
次に該当する方
♥結婚後50年を迎えたご夫妻
　昭和48年9月16日～昭和49年9月15日に結婚したご夫妻
♥結婚後60年を迎えたご夫妻
　昭和38年9月16日～昭和39年9月15日に結婚したご夫妻
♥結婚後50年、60年を経過し、
　まだお祝いの品を受けていないご夫妻
　※入籍日からの経過年数となります。

◉申請期限 7月31日（水）

◉贈呈時期 敬老月間の９月中を予定

◉申請方法

次のものをお持ちの上、
高齢介護課へ
申請書（高齢介護課にあります）
戸籍謄本などの、入籍日が確認できる書類●

●

家庭でできるごみの減量化対策
生ごみ処理器購入費を補助します！

環境課 廃棄物対策班
☎（内線）3513

●問

家庭から排出される生ごみを堆肥化・減量化する、生ごみ処理容器の購入費用の一部を補助しています。
購入を希望される方は、事前に環境課までご連絡ください。
◉補助率 購入費用の１０分の９（上限は下表のとおり）

種 別 自己負担額 サイズ（ｃｍ）
直置きタイプ
直置きタイプ（黒土、移植ごてセット）
 

ベランダタイプ
ベランダタイプ（黒土、移植ごてセット）
ベランダミニタイプ
ベランダミニタイプ（黒土、移植ごてセット）

１，８００円
２，５００円
２，１００円
２，６００円
２，１００円
２，５００円

幅110×奥行き60×高さ65

幅90×奥行き45×高さ85

幅70×奥行き45×高さ85

種 別
堆肥式（コンポスト）
密閉式（EM菌等を使用）

補助限度額
４，５００円
２，７００円 申請時、領収書と印鑑を持参

備 考

生ごみ処理器（愛川キエーロ）

生ごみ処理器（愛川キエーロ以外）

愛川キエーロ（ベランダタイプ）

感染症対策の経験と教訓を残すため
新型コロナウイルス感染症対応
記録誌を作成しました
政策秘書課 秘書広報班☎（内線）3213●問


